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【
問
】12
月
の
灯
油
価
格
は

１
㍑
あ
た
り
99
円
、
18
㍑

で
１
７
８
２
円
で
、
平
成

19
年
、
20
年
よ
り
も
高
い
。

一
方
、
低
所
得
世
帯
の
収

入
は
減
っ
て
い
て
、
生
活

は
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。

市
民
の
健
康
維
持
の
た
め

に
も
灯
油
券
の
発
行
を
す

べ
き
で
な
い
か
。

【
答
】予
測
で
は
、
今
後
３

月
ま
で
に
か
け
て
大
幅
に

上
が
る
見
込
み
は
な
い
と

判
断
し
て
い
る
。
福
祉
灯

油
券
の
配
布
は
考
え
て
な

い
。

【
問
】政
府
自
民
党
の
憲
法

改
正
案
は
、
第
９
条
を
変

え
、
国
防
軍
を
持
ち
戦
争

す
る
こ
と
も
憲
法
で
認
め

る
内
容
だ
。
自
民
党
が
示

す
憲
法
案
は
、
高
山
市
平

和
の
日
の
理
念
と
は
真
っ

向
か
ら
反
す
る
も
の
だ
と

思
う
が
、
市
長
は
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

【
答
】日
本
の
平
和
は
、
戦

争
以
来
国
民
の
不
断
の
努

力
と
日
本
国
憲
法
の
平
和

主
義
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て

き
て
い
る
と
認
識
し
て
い

る
。
そ
の
大
き
な
力
に
な

っ
て
い
る
の
は
第
９
条
。

高
山
に
お
い
て
観
光
産
業

を
な
ら
し
め
て
い
る
の
は

平
和
で
あ
る
か
ら
こ
そ
と

い
う
ス
タ
ン
ス
で
い
る
。

平
和
と
い
う
こ
と
に
常
に

意
識
を
持
ち
な
が
ら
、
憲

法
改
正
の
議
論
に
も
関
心

を
持
ち
、
注
意
を
払
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

【
問
】市
は
国
民
健
康
保
険

料
の
引
上
げ
を
検
討
し
て

い
る
が
、
国
保
会
計
の
現

状
は
。
ま
た
負
担
増
に
よ

り
、
ま
す
ま
す
苦
し
い
生

活
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
負
担
軽
減
を
目
的

と
し
た
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
を
検
討
で
き
な
い
か
。

【
答
】国
保
の
財
政
状
況
に

つ
い
て
、
医
療
費
は
高
齢

化
と
高
度
化
に
よ
り
年
々

増
加
傾
向
に
あ
る
。
一
方

保
険
料
は
減
少
傾
向
で
、

平
成
20
年
度
か
ら
４
年
連

続
し
て
単
年
度
収
支
が
赤

字
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
不

足
分
を
財
政
調
整
基
金
で

賄
っ
て
き
た
が
、
年
々
増

加
す
る
医
療
費
に
よ
っ
て
、

平
成
26
年
度
で
財
政
調
整

基
金
が
底
を
つ
く
見
込
み

と
な
り
、
国
保
事
業
を
行

う
こ
と
が
限
界
の
状
況
に

来
て
い
る
。
福
祉
医
療
波

及
分
以
外
の
繰
り
入
れ
を

行
う
こ
と
は
厚
生
労
働
省

の
指
導
に
よ
り
実
施
す
べ

き
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。

【
問
】携
帯
電
話
や
デ
ジ
タ

ル
カ
メ
ラ
等
に
含
ま
れ
る

希
少
金
属
な
ど
、
そ
の
大

半
は
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
ず

埋
め
立
て
処
分
さ
れ
て
い

る
。
国
で
は
再
資
源
化
を

促
進
す
る
た
め
、「
使
用

済
小
型
電
子
機
器
等
の
再

資
源
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
」
を
平
成
25
年
４
月

１
日
よ
り
施
行
し
た
。
こ

の
法
制
度
を
踏
ま
え
、
ど

う
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

【
答
】平
成
26
年
４
月
１
日

か
ら
実
施
で
き
る
よ
う
、

回
収
品
目
・
方
法
な
ど
検

討
を
進
め
て
い
る
。

【
問
】回
収
方
法
で
は
、
ボ

ッ
ク
ス
回
収
、
ピ
ッ
ク
ア

ッ
プ
回
収
、
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
回
収
、
イ
ベ
ン
ト
回
収

な
ど
あ
る
が
、
本
市
に
あ

っ
た
品
目
の
選
定
と
回
収

の
方
法
は
。

【
答
】リ
サ
イ
ク
ル
法
の
対

象
は
、
28
分
類
１
０
０
種

類
以
上
で
あ
り
基
本
的
に

は
全
て
の
品
目
を
回
収
し

た
い
。
回
収
方
法
は
、
効

率
性
、
利
便
性
な
ど
踏
ま

え
最
適
な
方
法
を
選
択
し

た
い
。

【
問
】災
害
弱
者
で
あ
る
「

要
援
護
者
」
が
迅
速
に
避

難
す
る
た
め
の
名
簿
整
備

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
進

捗
状
況
は
。

【
答
】65
歳
以
上
の
登
録
希

望
者
の
把
握
は
６
月
末
に

終
え
た
。
ま
た
障
が
い
の

あ
る
方
の
登
録
に
つ
い
て

は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

提
供
事
業
者
等
の
協
力
を

得
て
希
望
さ
れ
る
方
の
把

握
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

【
問
】各
関
係
機
関
が
「
要

援
護
者
」
の
情
報
を
共
有

す
る
よ
う
に
な
る
が
、
個

人
情
報
の
秘
密
保
持
を
ど

う
と
ら
え
る
か
。

【
答
】災
害
時
要
援
護
者
情

報
の
管
理
方
法
や
保
管
方

法
な
ど
に
つ
い
て
定
め
た

「
覚
書
」
を
取
り
交
わ
し

個
人
情
報
保
護
を
進
め
た

い
。

【
問
】避
難
支
援
や
避
難
経

路
な
ど
具
体
的
な
内
容
を

定
め
た
個
別
支
援
計
画
の

策
定
方
法
と
進
捗
状
況
は
。

【
答
】現
在
、
策
定
に
は
至

っ
て
い
な
い
が
、「
災
害

時
要
援
護
者
支
援
対
策
協

議
会
」
に
お
い
て
策
定
を

進
め
た
い
。

【
問
】災
害
時
、
避
難
生
活

の
長
期
化
が
想
定
さ
れ
る

場
合
に
要
援
護
者
を
適
切

な
施
設
に
避
難
さ
せ
る
福

祉
避
難
所
の
検
討
状
況
は
。

【
答
】福
祉
避
難
所
に
つ
い

て
は
、
ハ
ー
ド
面
、
ソ
フ

ト
面
も

合
わ
せ
、

検
討
を

し
て
い

る
。

希
少
金
属
の
再
資
源
化

を
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今
こ
そ
福
祉
灯
油
を

　

実
施
す
べ
き

若山 加代子 議員

使
用
済
小
型
家
電
の
リ
サ

イ
ク
ル
の
推
進

災
害
時
要
援
護
者
の
避
難

対
策

福
祉
灯
油
に
つ
い
て

高
山
市
平
和
の
日
と
憲
法

に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い

て


